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現地調査から見積提
出。その後の必要書
類の作成、役所への
申請手続き、施工ま
で他社より早い対応

弊社がもっとも適し
た住環境をご提案し,
直属の施工職人が工
事をするので安い価
格を提供する事が可

工事後に万が一不具

合が生じた場合でも

弊社が責任を持って

迅速、ていねいに対

応いたします

・手すりの取り付け ・引き戸などへの扉の取り替え

・床段差の解消 ・便器の取り替え

・滑りの防止、移動の円滑化 ・その他、付随する工事内容
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　介護保険での対象工事内容



・対象になる方
要支援１，２及び要介護１～５の認定を受けている方

・支給限度額は２０万円（消費税込み）

まずはお電話にて弊
社宛かｹｱﾏﾈｼﾞｬｰへ
ご相談ください

日程調整の上、現地

調査に伺います

お客様のご要望に合
わせて調査致します
経験豊富な専門の者
が伺いますのでお気
軽にご相談ください

無料で見積致します
充分ご納得頂いた上
でご注文下さい
役所への事前申請も
弊社で致します

現場にて再度ご要望
に応じて施工致します
施工前後の写真撮影
も当社で行います

工事完了後、必要書
類の作成から役所へ
の申請など、全ての
手続きをお任せ下さ

請求書の金額をお支
払い下さい
１～３割負担の申請
（受領委任）でも工事
が可能です

１
～
５
日

１
～
３
日

申請後 約1週間

請
求
書
発
行

お
支
払
い
後

・支給限度額は２０万円（消費税込み）
お客様のご負担は１～３割になります（1割負担で20万円の工事実費2万円）
２０万円を超えた工事金額はお客様のご負担になります
＊負担割合は所得によって異なります

・お支払い方法は償還払いか受領委任払い
償還払いとは工事金額を全額お支払い頂いた後に1割負担の方は
９割分（２０万円の工事の場合は１８万円）が後日、役所より支払われます
受領委任払いとは工事金額の１割（限度額２０万円まで）をお支払い
して頂く方法です

・利用期限
認定期間中ならいつでもご利用できます。
支給限度額の２０万円を超えなければ分けてのご使用が出来ます。
要介護状態が３段階以上あがった場合や、転居して住民票が移動
された場合はもう一度20万円のご利用が可能です

・入院中、介護認定中の方
事前申請は進められます（受領委任可）。退院出来なかった場合や
認定が自立判定の時は、全額自己負担となりますのでご注意下さい
工事後の申請は退院後です。認定中の方は認定結果後になります。
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　玄　関　・　廊　下
住改 手すりの取り付け

住改
手すりの
取り付け

住改
床を滑りにくい
床材に取替え

住改 土間を滑りにくい
床材に取替え

改修後

上がり框にイスの
設置

段差解消期
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床材に取替え

住改
上がり框に踏み台設置
（固定する場合）

手すりを取り付ける事で

段差解消期
の設置

改修後

上がり框の段差も手すりと踏み台を設置する



外　部

住改 スロープの施工

住改 手すりの取り付け

住改 滑りにくい床材に取替え

住改 手すりの取り付け

住改 ドアを引き戸に取り替え

移動用スロープ（レンタル）

足元灯設置

※敷地内であれば屋外でもス
ロープの設置工事は可能
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改修後改修後

手すりを取り付ける事により転倒しやすい外の段差も安全に移動出来ます
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浴　室

カガミ

洗面台
取替え

住改 手すりの取り付け

住改 引き戸に取替え

浴室用すのこ

壁タイル
の交換

住改 手すりの取り付け

浴室用手すり
水洗金具
取替え

改修後
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浴槽での移動も手すりを取り付ける
事により安心して入浴出来ます

改修後

浴槽内いす

バスボード

浴槽の取替え

シャワー
チェアー

住改 床のかさ上げ

住改 滑りにくい床材に取替え

すのこの設置

折れ戸に交換する事によ
り浴室内のスペースが広
く使え、もしもの場合でも
扉の開閉が可能です
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トイレ

住改 手すりの取り付け

住改 吊り元交換

住改
棒状把手に
取替え

フットリモコン

住改
開口幅を確保
する為に建具
の取替え

収納棚
取付

暖房機設置

改修後
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住改 和式から洋式便器に取替え

住改
洗浄機能付き便座
（便器の取替えに伴う場合）

住改 床の段差解消

住改 滑りにくい床材に取替え

改修後

手すりを取り付ける事により
便器での立ち座りが安全に
出来ます

便器を交換する事により安心して立ち座りが出来ます



廊　下

住改
手すりの取り付け

住改
引き戸に取替え

足元灯

手すりを取り付ける事により
廊下での移動も安全に行え

改修後
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住改 敷居撤去

住改
滑りにくい床材に取替え

住改
段差スロープ取り付け

改修後

改修後

段差部分にスロープを設置すると
車椅子での移動も楽に行えます

扉を変更す
る事により
安全な移動



階　段

住改

住改
滑りの防止

階段昇降機

手すりの
取り付け

高齢者住宅改修費助成制度（P,10）を利

　掴まる所が無い階段も手すりを取り付ける事により安全に移動が出来ます
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足元灯取付

改
修
後



居　室

住改
畳をフローリングに取替え

住改
スロープの設置

住改 引き戸に取替え

住改

手すりの取り付け

ポータブルトイレ
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畳をフローリングに取替え

床材を変更する事により車いすでの
移動も楽に行えます

レバーハンドルに
交換すると扉の開
け閉めがスムーズ
におこなえます

改修後

改修後

ポータブルトイレ



改造費の一部を助成し、住環境作りをお手伝いする制度です

対象になる方
・市内に一年以上居住している方

・同居する者の中で最も所得が多い者の年間市県民税額が３２万円

　以下の世帯である事、また市税の滞納者がいない事

・介護保険の介護認定者（要支援・介護の方）

助成対象工事　（介護保険の住宅改修が優先）
・段差解消が主　（浴室、トイレ、玄関、台所、廊下、階段、居室）　

・機器、設備の設置　（簡易ｽﾛｰﾌﾟ、手すり、リフト、階段昇降機、簡易

　移替機、便座昇降機、風呂昇降機）

助成金額
助成対象限度額は５０万円

・住民税課税世帯　５０％　　・住民税非課税世帯　１００％

・例　　工事費用が６０万円の時

＜高齢者住宅改修費助成制度＞

・例　　工事費用が６０万円の時

　 住民税課税世帯→３０万円　（５０％）

住民税非課税世帯→５０万円　（限度額が５０万円の為）
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お電話にて弊社担当者へ
ご相談ください
役所と連絡を取り進めさ
せて頂きます

現地に伺い、お客様のご
希望に合わせて改善計画
を立てます
無料でお見積り致します

面倒な役所への書類提
出も弊社で行います
書類提出後、区の職員
の方の訪問調査があり
ます

丁寧に施工致します
終了後に工事金額をお支
払い下さい
役所からは約１ヶ月半後
にお客様の口座に振り込

工事後に工事完了の書
類を提出致します
その後、役所の方の工事
完了検査があります

書類提出後、役所での
審査があります
審査決定後、役所からお
客様に郵便で通知され
ます

3
～
5
日

約
１
週
間

お
支
払
い
後

3
～
5
日

申請後 1～2週間


